
 

 

 

 

剰余金の配当（増配）に関するお知らせ 
 

川崎重工は、2026 年 5 月 12 日開催の取締役会において、下記の通り 2026 年 3 月 31 日を基準日とする

剰余金の配当を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、剰余金の配当については、

2026 年 6 月 25 日に開催予定の当社第 203 期定時株主総会の決議を経たうえで、実施する予定です。 

 

記 

１．配当の内容 

 
決定額 

直近の配当予想 

（2026 年 2 月 9 日公表） 

前期実績 

（2025 年 3 月期） 

基準日 2026 年 3 月 31 日 同左 2025 年 3 月 31 日 

1 株当たり配当金（※） 96 円 00 銭 91 円 00 銭 80 円 00 銭 

配当金総額 16,115 百万円 ― 13,430 百万円 

効力発生日 2026 年 6 月 26 日 ― 2025 年 6 月 27 日 

配当原資 利益剰余金 ― 利益剰余金 

第 2 四半期末 

1 株当たり配当金 

75 円 00 銭 75 円 00 銭 70 円 00 銭 

年間 

1 株当たり配当金 

171 円 00 銭 166 円 00 銭 150 円 00 銭 

※ 当社は、2026 年 4 月 1 日付で、当社普通株式 1 株につき 5 株の割合をもって株式分割を行いましたが、

期末配当金の配当基準日は 2026 年 3 月 31 日であるため、当該株式分割前の株式数を基準として配当

を実施します。 
 

２．理由 

当社は、長期的な株主価値向上と安定的な配当を両立するため、株主還元に関しては株主資本配当率

（DOE※）４％を目安としています。 

当期の年間配当金については、2026 年 2 月 9 日公表において１株当たり 166 円の配当予想としておりま

したが、当期の業績を踏まえ、期末の配当を 5 円増配し、1 株当たりの年間配当金を 171 円とする予定です。 

 

※DOE＝ 
                  年間配当総額                         

親会社の所有者に帰属する持分合計 － その他の資本の構成要素 
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